
公益法人の区分
国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者数

給食業務の部外
委託、食器洗浄
及び清掃作業部
外委託
1式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.3

㈱ＹＡＲＵＳＨＩ
ＫＡ　新潟県新潟
市中央区下所島二
丁目８番１４号

9110001008469
一般競争入札
（総合評価なし） 52,569,000 49,896,000 94.91%

隊舎エレベー
ター保守点検
一式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.3

日本オーチス・エ
レベータ㈱九州支
店
福岡県福岡市博多
区博多駅南１丁目
２番１３号

9010001075825
一般競争入札
（総合評価なし） 2,365,000 2,112,000 89.30%

事業系一般廃棄
物収集運搬処理
ほか１件
一式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.3

㈱丸綿産業　福岡
県北九州市小倉南
区津田１丁目１４
番４７号

8290801008024
一般競争入札
（総合評価なし） 2,370,720 1,943,040 81.95% 単価契約

一般廃棄物収集
運搬（残飯、残
菜等）
一式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.19

㈲グリーンカンパ
ニー　福岡県北九
州市小倉南区長野
１丁目８番２２号

1290802010761
一般競争入札
（総合評価なし） 2,475,000 1,980,000 80.00% 単価契約

ボイラー洗缶役
務
一式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.21
呉共同機工㈱　福
岡県田川市大字糒
８２４番地

4290801016328
一般競争入札
（総合評価なし） 1,078,000 880,000 81.63%

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

付紙様式第３



公益法人の区分
国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者数

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

付紙様式第３

空調機保守点検
１式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.21 ㈱筑豊冷機 8290001045520
一般競争入札
（総合評価なし） 2,798,400 2,717,000 97.09%

部外技能訓練
「第二種電気工
事士」教育
１式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.27

職業訓練法人北九
州地区職業訓練協
会
福岡県北九州市八
幡東区大蔵２丁目
１３番７号

6290805004054
一般競争入札
（総合評価なし） 5,305,477 5,280,000 99.51%

仮設足場レンタ
ル
１式

陸上自衛隊小倉駐屯
地第３６６会計隊小
倉派遣隊長　丹野
里紗　福岡県北九州
市小倉南区北方５丁
目１－１

5.4.27

㈱キムテック　福
岡県北九州市門司
区大里戸ノ上１丁
目５番３２号

8290801005228
一般競争入札
（総合評価なし） 1,078,000 847,000 78.57%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


